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第１章 計画の基本的な考え方 

 

１-１ 環境基本計画・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）策定の背景 

 

（１）計画を取り巻く社会潮流の変化 

ア ３つの環境危機 

現在、人類は「気候変動」、「生物多様性の損失」及び「汚染（プラスチックによる汚染、

水質汚染など）」という３つの世界的危機に直面しています。 

令和５（2023）年 7 月には、国際連合のグテーレス事務総長が「地球温暖化の時代は

終わり、地球沸騰の時代が到来した」と表明しました。世界の平均気温の上昇は、極端な

高温、大雨の頻度と強度の増加を拡大させ、それに伴い森林火災や洪水、暴風雨等による

被害が深刻化することが懸念されています。 

また、生物多様性の観点からは、私たちが生きる現代は「第６の大量絶滅時代」ともい

われ、今回の大絶滅は過去５回発生した大絶滅より種の絶滅速度は速く、その主な原因は

人間活動による影響と考えられています。 

また、マイクロプラスチックなどのプラスチックごみ、人為的に排出された水銀など

の難分解性、高蓄積性、毒性、長距離移動性を有する有害化学物質によるグローバルな

汚染が深刻化しており、水、大気、食物連鎖等を通じた健康影響や生態系への影響が懸

念されています。 

 

 
図１-１ 令和元年房総半島台風(15 号)及び東日本台風(19 号)、10 月 25 日大雨による 

市内の被害状況写真（八街市ホームページより） 

 

イ 経済、社会、環境の現状 

世界経済フォーラムが公表した「グローバルリスク報告書 2025」では、今後 10 年間に

直面する最も深刻な 10 のリスクのうち５つが環境関連のリスクで「異常気象」、「生物多

様性の喪失と生態系の崩壊」、「地球システムの危機的変化」、「天然資源不足」、「汚染」で

占めており、環境問題が人類の「経済」「社会」の最も重大なリスクになると分析してい

ます。 
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そして、近年の環境危機の顕在化は、自然資本（環境）の基盤の上に経済社会活動が成

立しており、自然資本を消費し尽くすだけでは、経済社会活動は持続可能ではないという

認識を世界的に定着させました。 

出典：世界経済フォーラム 

図１-２ グローバルリスク報告書 2025 年版におけるグローバルリスクの長期的な

重要度ランキング  

 

 

ウ SDGs 

平成 27（2015）年 9 月の国連総会において採択された「持続可能な開発のための 2030

アジェンダ」では、国際社会全体の普遍的な目標として「持続可能な開発目標（SDGs）」

の 17 の目標が設定されました。 

「SDGs のウェディングケーキモデル」では、「経済」は「社会」に、「社会」は「自然

環境（生態圏）」に支えられて成り立つという考え方を示しており、パートナーシップで

環境・経済・社会の課題に統合的に取り組み、持続可能な社会への変革を目指すことの必

要性を示しています。 
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出典：令和６年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書 

図１-３ SDGs のウェディングケーキモデル 

 

 

エ 第六次環境基本計画 

環境危機、様々な経済・社会的課題への対処の必要性から、令和６（2024）年 5 月に「第

六次環境基本計画」が閣議決定されました。 

第六次環境基本計画は、ウェルビーイング（国民一人ひとりの幸せや生活の質の向上）を

最上位の目的とし、環境を守りながら経済や社会が発展する「循環共生型社会」の実現を目

指すこととしています。 

温室効果ガスを実質ゼロにする「ネット・ゼロ」や、資源や製品の価値を最大化し、廃棄物

の発生を抑えることを目指す「循環経済」、自然を豊かに回復させる「ネイチャーポジティブ」

などを同時に進め、互いに支え合い効果を高める形で取り組むことを重視しています。  
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（２）環境に関する市の取組 

本市では、環境の保全と創造に関する基本理念や基本方針を定め、市域の特性に応じた

環境施策を総合的に行うために、「八街市環境基本条例」を平成 10（1998）年４月に施行

しました。同条例に基づき毎年度「八街市環境白書」を発行し、市内の環境の状況、環境

の保全に関する施策の実施状況等を明らかにしています。 

平成 23（2011）年３月には、本市の事務事業から温室効果ガスの排出抑制に努めるた

め、「八街市役所地球温暖化対策実行計画」を策定し、平成 23（2011）年度～平成 27（2015）

年度まで５年間を計画期間として各種取組を推進してきました。 

そして、地球温暖化を取り巻く社会情勢の変化や、本市における施設の整備・稼働状況

などを踏まえ、令和２（2020）年度～令和 11（2029）年度までの 10 年間を計画期間と

して、各種の取組を推進するため「八街市役所地球温暖化対策実行計画（事務事業編）」

を策定しました。本市の事務事業により排出される温室効果ガスの削減にこれまで以上

に取り組んでおり、令和５（2023）年８月に計画の改定を行いました。 

また、平成３（1991）年度より（令和２（2020）年度を除く）市内の小・中学生を対

象として将来を担う児童・生徒の環境保全に対する意識を高め、より身近なものとするこ

とを目的に「八街市環境保全ポスターコンクール」を行っており、令和 4 年度より市内の

小学生を対象として地球温暖化や水質保全について学ぶ「やちまた環境フェア」を開催し

ています。 

また、令和６（2024）年８月の八街市議会９月定例会においては、令和 32（2050）年

までに二酸化炭素の排出量を実質ゼロにする「やちまたゼロカーボンシティ」の実現に向

けて全力で取り組むことを宣言しました。これに関連して、家庭における地球温暖化対策

の促進及び電力の強靭化を図るため、平成 23（2011）年度より現在まで、継続して脱炭

素化促進に関する補助事業を実施しています。 

 

  
図１-４ やちまたゼロカーボンシティ宣言  
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１-２ 環境基本計画・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の位置づけ 

 

本計画は、八街市環境基本条例に基づき、本市の環境に関する現状と課題を抽出すると

ともに、本市が環境に関する施策を総合的、計画的に推進するための指針となるものであ

り、次に掲げる事項を定めています。 

 

八街市環境基本条例 

（環境基本計画の策定） 

第８条 市長は、環境の保全に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、八街市環境基

本計画（以下「環境基本計画」という。）を定めなければならない。 

２ 環境基本計画は、次の各号に掲げる事項について定めるものとする。 

（１） 環境の保全に関する長期的な目標 

（２） 環境の保全に関する施策の方向 

（３） 前 2 号に掲げるもののほか、環境の保全に関する施策を総合的かつ計画的に推進する

ために必要な事項 

３ 市長は、環境基本計画を定めるに当たっては、あらかじめ八街市環境審議会の意見を聴かな

ければならない。 

４ 市長は、環境基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

５ 前 2項の規定は、環境基本計画の変更について準用する。 

 

また、本計画は、「地球温暖化対策の推進に関する法律」に基づく地方公共団体実行計

画として策定する八街市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）、気候変動適応法に基づ

く地域気候変動適応計画を内包するものとし、国や県の計画等とも整合を図るとともに、

各種関連計画等とも連携・調整を図りながら策定するものです。 

 

 
図１-５ 八街市環境基本計画の位置づけ  

八街市環境基本計画 

八街市総合計画２０２５ 国 
⚫ 第六次環境基本計画 
⚫ 第五次循環型社会形成推進基本計画 
⚫ 地球温暖化対策計画 
⚫ 気候変動適応計画 
⚫ 生物多様性国家戦略 

県 
⚫ 千葉県環境基本計画 
⚫ 千葉県地球温暖化対策実行計画 

(区域施策編) 
⚫ 千葉県廃棄物処理計画 
⚫ 生物多様性ちば県戦略 
⚫ 千葉県の気候変動影響と適応の取組方針 

⚫ 八街市地球温暖化対策実行計画 
（区域施策編） 

⚫ 八街市地域気候変動適応計画 

⚫ 八街市役所地球温暖化対策実行計画
（事務事業編） 

⚫ 八街市一般廃棄物処理基本計画 
⚫ 八街市食品ロス削減推進計画 
⚫ 八街市一般廃棄物処理（生活排水） 

処理基本計画 
⚫ 八街市災害廃棄物処理計画 

⚫ 八街市都市計画マスタープラン 
⚫ 八街市公共施設等総合管理計画 
⚫ 八街市地域公共交通計画 
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１-３ 環境基本計画・地球温暖化対策実行計画（区域施策編）の期間 

 

八街市環境基本計画は、中・長期的な視点に立ち、本市の目指す環境像や環境施策の方

向性を示すものです。 

計画開始年度を令和８（2026）年度、目標年度を令和 17（2035）年度とする 10 年間

を計画期間とします。 

本計画に包含する八街市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）については、国の「地

球温暖化対策計画」や県の「千葉県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」と整合を図

るため、基準年度を平成 25（2013）年度、目標年度を令和 12（2030）年度とし、長期目

標年度の令和 32（2050）年までに二酸化炭素排出量実質ゼロの達成を目標とします。 

なお、計画期間中にあっても、施策の進捗状況や社会情勢の変化等に応じて計画の見直

しを行うものとします。 

 

 
図１-６ 計画期間 

 

 

１-４ 環境基本計画の対象 

 

（１）対象とする環境の範囲 

 

本計画が対象とする「環境」の範囲は、以下のとおりとします。 

 

表１-１ 計画の対象となる環境の範囲 

資源循環 廃棄物、食品ロスなど 

地球環境 地球温暖化、オゾン層破壊、酸性雨、資源の有効活用、エネルギーなど 

生活環境 大気汚染、水質汚濁、騒音・振動、土壌汚染、生活排水など 

自然環境 生物多様性の保全、緑・水辺等の保全、緑・水辺・自然とのふれあいなど 
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（２）対象地域 

 

本計画の対象地域は、八街市全域とします。ただし、印旛沼流域における水質保全の対応

や他地域から越境する汚染物質への対応など、本市単独では解決が容易でない問題について

は、国及び県、周辺市町との連携を図ります。 

 

１-５ 市・市民・事業者の役割と責務 

 

過去の環境問題は、一部の企業の事業活動に起因する公害や大規模開発による生態系の破

壊など、原因が比較的明確で対処・解決がある程度可能でした。 

しかし、現在は、地球温暖化のような地球規模の問題や、生物多様性の保全といった課題

では、原因の特定やそれに応じた対処・解決が困難な環境問題が見られます。  

このような状況においては、事業者や行政だけでは解決が困難です。市・市民・事業者の 3

者が目指す環境像や取り組みの方向性を共有し、それぞれの特性や役割を活かし、協力する

必要があります。 

 

 
図１-７ 市・市民・事業者の役割と責務 
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八街市環境基本条例 

（市の責務） 

第４条 市は、環境の保全を図るため、地域の自然的社会的条件に応じた施策を策定し、及び実

施する責務を有する。 

（事業者の責務） 

第５条 事業者は、事業活動を行うに当たっては、これに伴って生ずる公害を防止し、環境への負

荷の低減に努め、又は自然環境を適正に保全するため、その責任において必要な措置を講ず

る責務を有する。 

２ 事業者は、環境の保全上の支障を防止するため、物の製造、加工又は販売その他の事業活動

を行うに当たって、その事業活動に係る製品その他の物が廃棄物となった場合にその適正な

処理が図られることとなるように必要な情報の提供その他の措置を講ずる責務を有する。 

３ 前 2 項に定めるもののほか、事業者は、その事業活動において、再生資源その他の環境への

負荷の低減に資する原材料、役務等を利用するように努めなければならない。 

４ 前 3 項に定めるもののほか、事業者は、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責

務を有する。 

（市民の責務） 

第６条 市民は、環境の保全上の支障を防止するため、その日常生活において、環境への負荷の

低減に配慮し、公害の防止及び自然環境の適正な保全に努めなければならない。 

２ 前項に定めるもののほか、市民は、市が実施する環境の保全に関する施策に協力する責務を

有し、地域の環境保全活動に積極的に参加するよう努めるものとする。 
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第２章 環境の現状 

２-１ 環境分野の社会潮流 

 

（１）資源循環分野 

 日本経済の発展は、大量生産・大量消費・大量廃棄型の社会構造をもたらし、ごみ処理や資源

利用といった様々な環境負荷を増大させています。そのため、国は平成 12（（2000）年６月に「循

環型社会形成推進基本法」を施行し、令和６（2024）年８月には「第五次循環型社会形成推進基

本計画」を閣議決定しました。この計画は、循環経済（サーキュラーエコノミー）への移行を、気

候変動、生物多様性の保全、環境汚染の防止等の環境面の課題と合わせて、地方創生や質の高い

暮らしの実現、産業競争力の強化や経済安全保障といった社会課題の同時解決につながるもので

あり、国家戦略として取り組むべき重要な政策課題としています。 

また、近年のプラスチックごみ問題等への対応を契機として、国内におけるプラスチック資源

循環を促進する重要性が高まっていることから、国は令和元（2019）年５月に「プラスチック資

源循環戦略」を策定し、３Ｒ＋Renewable の基本原則と、６つの野心的なマイルストーンを目指

すべき方向性として掲げました。さらに、令和４（2022）年４月には「プラスチックに係る資源

循環の促進等に関する法律」を施行し、プラスチック使用製品の設計から廃棄物処理まで、プラ

スチックのライフサイクルに関わるあらゆる主体におけるプラスチックの資源循環を促進するた

めの取組を進めています。 

千葉県においても、これらの方針を踏まえ、令和３（（2021）年３月に「第 10 次千葉県廃棄物処

理計画（千葉県食品ロス削減推進計画）」を策定し、廃棄物の適正処理や食品ロス対策を推進して

います。 

 
出典：環境省「プラスチック資源循環」（  

図２-１ 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」キービジュアル 
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（２）地球環境分野 

平成 30(2018)年に公表された IPCC（「1.5℃特別報告書」では、世界全体の平均気温の上昇につ

いて、２℃を十分下回り、1.5℃の水準に抑えるためには、世界の二酸化炭素の排出量を「2030 年

までに 2010 年比で約 45％削減」し、「2050 年頃には正味ゼロ」とすることが必要であると示さ

れています。 

こうした状況を踏まえ、国内では、内閣総理大臣が令和２（2020）年 10 月の所信表明におい

て、「2050 年までに、温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする、2050 年カーボンニュートラ

ルを目指すこと」を宣言しました。 

そして、国は令和７（（2025）年２月に改定された「地球温暖化対策計画」を閣議決定しました。

この計画では、次期NDC（（国が決定する貢献）達成に向け、エネルギー基本計画及びGX2040 ビ

ジョンと一体的に対策や施策を実施することが盛り込まれています。 

また、脱炭素化に向けて、温室効果ガス濃度の上昇を抑制する「緩和」の取り組みが進められ

る一方で、地球温暖化の影響は現在も顕在化しており、観測記録を更新するような異常気象が私

たちの生活に大きな影響を及ぼしています。このため日本では、国全体が気候変動の影響を回避

し低減することを目的として「気候変動適応法」を平成 30（2018）年に制定し、令和５（2023）

年には熱中症対策を強化するための改正が行われました。これらの状況を踏まえ、各自治体が気

候変動への適応策を講じています。 

 

 

出典：気候変動適応情報プラットフォーム 

図２-２ 緩和と適応 

  



11 

（３）生活環境分野 

Ｇ７広島首脳コミュニケ（令和５（2023）年５月 20日）では「我々の地球は、気候変動、生物

多様性の損失及び汚染という３つの世界的危機に直面している」と明確に述べられ、「汚染」とい

う危機が取り上げられました。この「汚染」への対応は「人の命と環境を守る基盤的取組」であ

り、国や地方自治体の環境行政の不変の原点として進めていくことが重要です。化学物質やマイ

クロプラスチック等による水・大気・土壌等の環境汚染等は、生物多様性など自然資本への大き

なリスクであると同時に、人の健康、ウェルビーイングへのリスクとして引き続き対応が必要な

課題となっています。 

国内では、大気汚染や水質汚濁、土壌汚染、騒音、振動、地盤沈下、悪臭といった、いわゆる典

型７公害への対策が一定の成果を上げ、大気や水質の環境基準の達成状況も長期的には改善傾向

にあります。 

しかし、騒音や悪臭といった市民の生活に密着した問題は依然として健在であるほか、本市か

ら排出される水の約 80％が流れ込んでいる印旛沼は、全国の湖沼の中でも厳しい水質汚濁の状況

が続いており、COD（（化学的酸素要量量）も環境基準値を超過した状況が長期的に続いています。

「ウェルビーイング／高い生活の質」を実現するためにも一層の対策が必要です。 

 

 

 
出典：総務省「３分でわかる公害紛争処理制度」 

図２-３ 公害の定義（典型７公害） 
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（４）自然環境分野 

地球上の生物は数千万種ともいわれ、気候や地形、地質等に応じて、さまざまな生態系が形づ

くられています。生物の多様さと生息環境の多様さを表す言葉として、「生物多様性」が使われる

ようになり、これらから得られる様々な恵みを将来世代においても享受し続けられるよう、その

維持・充実を図る必要があります。 

令和４（2022）年 12 月にカナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約第 15 回締約国

会議（COP15）では、令和 12（（2030）年までの世界目標「昆明・モントリオール生物多様性枠組」

が採択され、各国はそれを踏まえ生物多様性国家戦略を策定・改定することが量められました。 

これらの状況を踏まえ、国は令和５（2023）年３月に、自然を回復軌道に乗せるため、生物多

様性の損失を止め、反転させることを意味する、ネイチャーポジティブ（自然再興）の実現を目

指し、生物多様性・自然資本を守り活用するための戦略として「生物多様性国家戦略 2023-2030」

を閣議決定しました。 

千葉県においても、平成 20（（2008）年３月に「生物多様性ちば県戦略」を策定し、県域の自然

環境の保全及び回復活動の推進や、住民、事業者の生物多様性に関する理解促進に取り組んでい

ます。 

また、千葉県では生物多様性ちば県戦略の推進を目的に、様々な主体との連携により生物多様

性に関する情報の収集や提供、調査研究、普及啓発などを行う生物多様性センターを設置してい

ます。 

 

 

出典：千葉県環境生活部自然保護課生物多様性センターホームページ 

図２-４ 千葉県の生物多様性への取り組み 
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２-２ 本市の現状 

 

（１）位置・地勢 

本市は、千葉県のほぼ中央に位置し、東京から 50㎞圏内にあり、京葉工業地帯からは 20 ㎞、

成田国際空港から 10㎞の位置にあります。東は山武市に接し、南は東金市・千葉市に、西は佐倉

市に、北は酒々井町・富里市にそれぞれ接しています。東西は約 7.7 ㎞、南北は約 16 ㎞あり、総

面積は 74.94 ㎢です。 

下総台地の南部に位置する本市は、大きな河川や山はなく、大部分を為す平坦な台地と、それ

を樹枝状に刻む谷（谷津）から構成されています。 

台地面の標高は北部で約 40ｍ、南部で約 65m となっており、全体として北側へ傾斜していま

す。 

また、茂原から香取にかけて延びる隆起帯（下総台地東部隆起帯）の軸が、市東部を南南西-北

北東方向へ延びており、これが印旛沼水系と九十九里側水系との分水嶺となっています。 

 

 
出典：八街市都市計画マスタープラン 

図２-５  八街市の位置 
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（２）人口 

本市の人口は、減少傾向にあります。年代別に人口の推移をみると、年少人口（15歳未満）お

よび生産年齢人口（（15 歳以上 65歳未満）において減少傾向にある一方で、老年人口（（65 歳以上）

は上昇傾向にあります。 

さらに、本市による人口の将来推計では、今後、人口減少及び少子高齢化が進み、令和 22（（2040）

年には 65 歳以上の人口が全体の４割を上回ることが予測されています。 

 

 
八街市ホームページのデータを基に作成 

※年齢階級別の外国人住民数が非公表となる場合や年齢不詳者がある場合は、年齢階級毎の合計と総数が一致しないことがあり

ます。 

図２-６ 人口推移 

 

 
八街市総合計画 2025 のデータを基に作成 

図２-７ 人口の将来推計 
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（３）産業 

経済センサス活動調査によると、本市には 2,361 の事業所があり、卸売業・小売業が最も多く

22.4％、次いで建設業が 15.8％、製造業が 11.4％、生活関連サービス業,（ 娯楽業が 8.8％となって

います。 

 

 
八街市ホームページを基に作成 

図２-８ 業種別事業所割合 

 

（４）土地利用の面積割合 

本市の地目別課税面積 62.68 ㎢のうち、畑が 52.2％と最も高い割合を占めています。次いで、

宅地が 20.0％、以降は山林、雑種他、田、原野と続きます。 

 

 
八街市統計書を基に作成 

図２-９ 土地種別割合（地目別課税面積） 
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 山林の多くは台地と谷津田の境界にある斜面樹林です。そのほか、南部地域には千葉県の内陸

防風保安林の半数以上を占める防風保安林が畑をとりまく形で点在しています 

また、市街地の緑地保全として、中央公園をはじめとした都市公園が設置されています。令和５

（2023）年度の人口一人当たりの都市公園面積は 0.83 ㎡／人であり、八街市都市公園条例第２条

で「１０㎡以上」と定められている住民一人あたりの都市公園面積の標準を大きく下回っていま

す。 

 

表２-１ 公園緑地等面積の推移（ha） 

区分 
H25 

(2013) 

H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

都市公園 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 5.53 

児童遊園 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.88 1.71 1.83 

緑地 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 2.26 5.16 5.16 

保安林 192.1 179.03 179.03 179.03 192.3 192.3 187.6 187.6 187.4 185.6 185.5 

合計 201.77 188.7 188.7 188.7 201.97 201.97 197.3 197.27 197.07 198.00 198.02 

八街市環境白書を基に作成 

 

 

コラム 防風林とは 

 八街市を含む下総台地は一年中風が強く、春先の南西風は時に風速 20m/s にも達しま

す。農耕地の土壌は、富士山噴火による火山灰が厚く堆積した黒ボク土と呼ばれ、粒径が

とても細かいために風によって移動し易い特性があります。 

 このような環境条件により、八街市では冬明けから春先にかけて落花生畑の土が強風に

よって巻き上げられて起こる砂埃、通称やちぼこりが発生します。 

農業地域に存在する防風林は、強い季節風や台風から農地と農作物を守り、農村の背景

を高め、土砂流出防止の役割を果たしています。風を防ぐ役割だけではなく、土砂流出の

防止、木陰による休息場所の提供、農村景観の形成など、農村の環境を守り育てる効果も

あります。 

 
出典：千葉県HP「内陸防風保安林のはなし｜北部林業事務所」 
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（５）交通網の整備状況 

本市の鉄道は、都心と銚子を結ぶ（ JR（ 総武本線が北西-南東方向に通っており、八街駅及び榎⼾

駅の２駅があります。 

交通状況は、本市の南側に千葉東金道路と国道 126 号が通り、千葉市と銚子市方面への重要な

幹線道路となっています。本市北部は、北から富里酒々井線、千葉八街横芝線、千葉川上八街線な

どの主要地方道が東西に通り、これと直交して国道 409 号が南北に通っています。 

また、公共交通機関では、コミュニティバス（ふれあいバス）や民間による路線バス、タクシ

ーがあります。タクシーにおいては、令和５年 10月から予約型のりあいタクシー「チョイソコや

ちまた」の実証運行を行っており、デマンドタクシーの促進を図っています。 

 

 

出典：八街市都市計画マスタープラン 

図２-10 公共交通の概要  
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車種別自動車登録台数については、登録台数は横ばいに推移していますが、普通自動車・軽自

動車の登録台数はゆるやかに増加、小型自動車は減少傾向、乗合自動車は減少傾向から一転増加

しました。 

 
八街市統計書を基に作成（一部抜粋） 

図２-11 車種別自動車登録台数の推移 

 

公共交通については、JRの１日平均乗車人員数はコロナ禍の影響で令和２（2020）年に大きく

減少しており、以降は増加傾向にありますが、コロナ禍の前の水準までは戻っていません。 

同じく、ふれあいバス利用者数も令和２（2020）年に大きく減少していますが、以降は増加の

一途を辿っており、令和５（2023）年には平成 30 年以降最高の利用者数となりました。 

 

 
八街市統計書を基に作成 

図２-12 JR 駅別１日平均乗車人員とふれあいバス利用者数の推移 
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（６）温室効果ガス排出量 

 令和３（2021）年に市域全体から排出された二酸化炭素排出量は 478,474t-CO₂です。令和 7

（2025）年 1月に策定した「八街市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」の基準年度である

平成 25（2013）年度と比べ、排出量は 12.9％減少しています。 

 産業部門の排出量は部門中唯一増加しており、以前より製造業の割合が増加しています。 

 

 
図２-13 温室効果ガス排出量 

 

（７）廃棄物・リサイクル 

 本市のごみの総排出量は、市民・事業者・行政の一体となった取組により減少傾向にありま

す。ごみ分別の更なる適正化を図り、３Ｒの推進による循環型社会の構築を推進します。 

 
八街市一般廃棄物処理基本計画を基に作成 

図２-14 ごみの排出量原単位の推移  
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（８）水質 

 印旛沼は、急激な都市化による生活環境の変化や社会経済活動等の影響により水質が悪化して

います。水質汚濁の最大の原因は生活排水であり、「５年以内で可及的すみやかに」とされてい

るCOD環境基準（COD75％値：3mg/L）達成のためにも、市民一人ひとりの水質保全への理

解と協力が必要です。 

 

表２-２ 印旛沼の環境基準達成状況 

湖沼名 地点名  H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

印旛沼 

上水道 

取水口

下 

75％値 

(mg/L) 
11 14 12 13 15 14 12 13 15 15 

判定 ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ ✕ 

千葉県令和５年度公共用水域及び地下水の水質測定結果報告書を基に作成 

 

 本市の主要河川として、流域を貫流し印旛沼に注ぐ利根川水系一級河川の鹿島川とその支川に

あたる高崎川、本市付近に源を発する二級河川の作田川があります。年２回の水質調査を実施

し、BOD（生物化学的酸素要量量）をはじめとした環境基準目標値達成に努めています。 

 

表２-３ 主要河川のBOD値の推移（単位：㎎/L） 

湖沼名 地点名 
H26 

(2014) 

H27 

(2015) 

H28 

(2016) 

H29 

(2017) 

H30 

(2018) 

R1 

(2019) 

R2 

(2020) 

R3 

(2021) 

R4 

(2022) 

R5 

(2023) 

R6 

(2024) 

鹿島川 

夕日丘 1.8 1.3 3.4 2.2 2.2 1.7 1.4 2.4 1 5.6 2.5 

用草 1.6 1.2 2.3 2.3 1.4 1.4 1.6 1.1 0.8 2 0.7 

根古谷 1.1 0.8 2.5 1.9 1.2 1.5 1.1 0.6 1.3 1.8 1.1 

大谷流 0.9 1 2.5 1.6 1 1.2 1.4 0.6 <0.9 1.5 0.6 

上砂 1.6 0.8 2.6 2.1 1.9 0.9 1.6 1 <0.9 1.4 0.6 

勢田  
(四木) 

1 1 2.6 1.5 1.6 1.2 1.1 0.6 1.3 1.9 <0.5 

東吉田 2.5 2 3.6 2.2 3.2 1.8 1.9 7.9 1.8 2.2 1.5 

高崎川 

文違 5.6 4.1 8.5 9.1 5.1 4.5 3.6 5.4 3.8 5.2 4.1 

榎戸 
落合 

4.5 3 6.7 5.7 4.2 2.8 8.7 5.9 3.2 7 5.4 

榎戸 

宮下 
3.8 2 6 4.7 6.3 2.5 3 2.2 2.1 3.3 1.9 

真井原 2.1 2.1 4.2 4 2.8 1.3 1.5 2 1.9 1.8 1.4 

大関 10.7 8.3 9.4 15.5 9.9 3.9 4.5 5.4 5.8 8.8 7.5 

朝日 8.5 7.8 13.1 17 8.1 3.8 7.1 4.9 6.7 11.1 8.3 

作田川 
大木 0.6 0.7 5.9 2 0.8 1.3 0.9 0.8 1 2.2 0.6 

沖渡 4.8 8.6 16.7 28 19 4.2 6.7 11 10.1 24.5 9.7 

八街市環境白書を基に作成 
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（９）大気 

 本市では、市内 1カ所に一般環境大気測定局が設置されており、光化学オキシダント（Ox）、

浮遊粒子状物質（SPM）や微小粒子状物質（PM2.5）等を測定しています。 

 

表２-４ 大気の環境基準達成局数の推移（達成局数／設置局数） 

 

八街市八街測定所（測定場所：八街中央公園） 

光化学 
オキシダント

（Ox） 

浮遊粒子状物質 
（SPM） 

微小粒子状物質 
（PM2.5） 

二酸化窒素 
（NO₂） 

H25（2013） 0/1 1/1 ― 1/1 

Ｈ26（2014） 0/1 1/1 ― 1/1 

H27（2015） 0/1 1/1 ― 1/1 

H28（2016） 0/1 1/1 ― 1/1 

H29（2017） 0/1 1/1 ― 1/1 

H30（2018） 0/1 1/1 1/1 1/1 

Ｒ１（2019） 0/1 1/1 1/1 1/1 

Ｒ２（2020） 0/1 1/1 1/1 1/1 

Ｒ３（2021） 0/1 1/1 1/1 1/1 

Ｒ４（2022） 0/1 1/1 1/1 ― 

Ｒ５（2023） 0/1 1/1 1/1 ― 

千葉県大気環境常時測定結果を基に作成 

 

 また、大気汚染に係る苦情（野焼きの悪臭等）についても多数寄せられており、発生源への対

応を行うとともに話し合いによる解決等を促しています。 

 

 
八街市環境白書を基に作成 

図２-15 大気汚染に係る苦情件数の推移 

 

（１０）騒音 

 本市では、市内における主要幹線道路を対象に道路沿道の面的評価を行い、自動車騒音の状況

を把握しています。令和６年度の調査では、調査区間のうちすべての住居等で昼間・夜間ともに

環境基準値を満たしました。 
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第３章 めざすべき環境像と目標 

 

３-１ 環境像 

 

国の「第六次環境基本計画」では、環境政策のめざすところは、「環境保全上の支障の防止」及

び「良好な環境の創出」からなる環境保全と、それを通じた「現在及び将来の国民一人一人の生

活の質、幸福度、ウェルビーイング、経済厚生の向上」であるとされ、「ウェルビーイング／高い

生活の質」が環境・経済・社会の統合的向上の共通した上位の目的として設定されています。 

本市においても、これらの考え方に基づき、環境施策の推進により、八街市総合計画 2025 の基

本構想や SDGs のゴール達成に寄与し、ウェルビーイングの実現をめざすため、八街市環境基本

計画を策定しました。 

 そして、本計画の目標とする環境像は、住民・事業者のアンケート結果や第六次環境基本計画

のビジョンや八街市総合計画 2025 の将来都市像との整合を図るため、持続可能性を強調し、地域

全体で環境と調和したまちをめざす姿を表現した「資源を循環させ、自然と共生し、持続可能な

くらしをみんなで育む やちまた」としました。 

 

 

 

図 ３-１ 「ウェルビーイング／高い生活の質」の実現と環境像のイメージ  

八街市のめざす環境像 

資源を循環させ、自然と共生し、持続可能なくらしをみんなで育む やちまた 
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３-２ 環境像実現のための基本目標と環境指標 

 

本計画は、環境像実現のための５つの目標と環境指標を掲げます。 

目標は、持続可能な循環共生型社会を形成し、快適で安心して暮らせる地域環境を将来の世代

に引き継いでいくために「脱炭素社会の構築」「気候変動に強いまちづくり」「循環型社会の形成」

「生活環境の保全」「環境学習の推進」を掲げます。 

また、目標５の「環境学習の推進」については横断的に取り組む方針とします。 

 

 

 
図３-２ ５つの目標 
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表３-１  環境指標  

基本目標 環境指標項目 現状値 目標値 

基本目標１ 

脱炭素社会の構築 

「やちまたゼロカーボンシティ宣言」

を聞いているまたは知っている市民の

割合 

58％ 

（2024 年度） 

70％ 

（2030 年度） 

市域の二酸化炭素排出量 
478,474t-CO2 

（2021 年度） 

296,456t-CO2
※１ 

（2030 年度） 

市域の再生可能エネルギー導入量 
133,105MWh 

（2021 年度） 

335,087MWh※１ 

（2030 年度） 

市の事務事業における二酸化炭素 

排出量 

5,940t-CO₂ 

（2021 年度） 

3,891t-CO2
※２ 

（2030 年度） 

小中学校照明等 LED 化改修件数 
３件 

（2023 年度） 

16 件※３ 

（2029 年度） 

※１ 八街市地球温暖化対策実行計画（区域施策編）における目標値 
※２ 八街市役所地球温暖化対策実行計画における目標値 
※３ 八街市総合計画 2025・総合戦略における目標値 

 

基本目標 環境指標項目 現状値 目標値 

基本目標２ 

気候変動に強い 

まちづくり 

自主防災組織カバー率 
70.3% 

（2023 年度） 

72.3%※１ 

（2029 年度） 

蓄電池の配備箇所数 
３カ所 

（2023 年度） 

28 カ所※１
 

（2034 年度） 

クーリングシェルター設置数 
15 箇所 

（2025 年度） 

45 箇所 

（2034 年度） 

※１ 八街市総合計画 2025・総合戦略における目標値 

 

基本目標 環境指標項目 現状値 目標値 

基本目標３ 

循環型社会の形成 

ごみ排出量 
20,984t 

（2023 年度） 

19,784※１ 

（2029 年度） 

リサイクル率 
19.7％ 

（2023 年度） 

22.1％※１ 

（2029 年度） 

※１ 八街市総合計画 2025・総合戦略における目標値 
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目標 環境指標項目 現状値 目標値 

目標４ 

生活環境の保全 

生活雑排水処理人口普及率 
79.8％ 

（2022 年度） 

85.6％※１ 

（2034 年度） 

都市公園施設のバリアフリー化改修率 
54.0％ 

（2023 年度） 

100%※２ 

（2029 年度） 

公害苦情処理件数 
88 件 

（2023 年度） 

53 件※２ 

（2029 年度） 

河川清掃の実施回数 
１回 

（2025 年度） 

２回 

（2034 年度） 

※１ 八街市一般廃棄物処理基本計画における目標値 
※２ 八街市総合計画 2025・総合戦略における目標値 

 

目標 環境指標項目 現状値 目標値 

目標５ 

環境学習の推進 

ポスターコンクール応募件数 
120 件 

（2023 年度） 

460 件※１ 

（2029 年度） 

やちまた環境フェアの開催回数 
１ 

（2025 年度） 

１ 

（2034 年度） 

小学生のクリーンセンター見学回数 
１ 

（2025 年度） 

１ 

（2034 年度） 

※１ 八街市総合計画 2025・総合戦略における目標値 

 




























